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事例分析① 神戸製鋼所

【資料１】 月刊監査役 ２０１８年７月号
拙稿 「企業不祥事の事例分析～神戸製鋼所検査データ改ざん問題」
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事例分析② 日立化成

【資料２】 ２０１８年１１月２２日 日立化成株式会社リリース
特別調査委員会 調査報告書（要約版）
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Line 部門 機能

１線
事業部門による
自律的管理

事業部門は、収益を生み出す事業活動に起因するリスクの発生源で
あり、一般的に、リスク管理の第一義的な責任を有すると考えられる。
したがって、事業部門自身による現場での管理態勢については、事
業部門の役職員自身が、コンプライアンス・リスク管理の責任を担う
のはまさに自分自身であるという主体的・自律的な意識の下で、業
務を実施していくことが重要となる。

２線
管理部門による
牽制

コンプライアンス部門・リスク管理部門等の管理部門は、事業部門の
自律的なリスク管理に対して、独立した立場から牽制すると同時に、
それを支援する役割を担う。また、リスクを全社的にみて統合的に管
理する役割も担う。

３線
内部監査部門
による検証

内部監査部門は、事業部門や管理部門から独立した立場で、コンプ
ライアンス・リスクに関する管理態勢について検証し、管理態勢の構
築やその運用に不備があれば、経営陣に対し指摘して是正を求め、
あるいは管理態勢の改善等について経営陣に助言・提言をすること
が期待されている。

2018年10月15日 金融庁 コンプライアンス・リスク管理基本方針

情報共有① 三つの防衛線
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コーポレート
ガバナンス
（監督機関）

リスク管理体制
内部統制システム
（執行機関）

【ガバナンス・マネジメント・モデル】

執行ライン 監査ライン

業務執行取締役

執行役員

管理職

社員

株 主

社外
取締役

監査役取締役

代表
取締役
社長

情報共有② ガバナンスと内部統制の区別
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ディスカッション① 品質不正に対する内部統制

✓ 三つの防衛線の導入と活用

✓ ２線の独立性確保、プロフェッショナル化

✓ リスク情報のエスカレーション体制
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ディスカッション② 内部統制に対する監査

【資料３】 ２０１５年７月２３日 日本監査役協会
内部統制システムに係る監査の実施基準

✓ 準拠性監査から有効性監査へ

✓ 不正の発見は監査の仕事か？
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ディスカッション③ その他の論点
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